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－リース取引による資金調達－ 

 

今月は、中国における資金調達手段の一つであるリース取引について紹介致します。 

 

１．中国での資金調達方法とリース取引の特徴 

中国に進出している日系企業にとって最も一般的な資金調達方法は親子ローンです

が、国外調達に該当するため、中国独自の規制「外債枠規制（総投資額から登録資本

を控除した金額、いわゆる投注差の範囲内で資金調達が可能）」の適用を受けます。外

債枠が不足する場合は増資により解消できますが、中国では減資が原則として認めら

れないなどの不都合もあるため、できるだけ増資は避けたいとする企業が多いのも実

情です。 

親子ローンや増資による資金調達以外では、中国国内銀行からの一般銀行融資（ス

タンドバイクレジット付を含む）や中国国外銀行からのクロスボーダーローンなどの

方法があります（外部調達）。しかしながら、中国の規制により銀行借入の資金使途が

仕入先に対する支払に限定される（手持資金に充当できない）など厳格に管理されて

おり、使い勝手が悪いというデメリットがあります。そのため、次善策として資金使

途の自由度が高いリース取引による資金調達ニーズが高まっています。ただし、他の

資金調達方法と比較して高コストとなる点に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．リースバックファイナンスの概要 

 日本ではファイナンスリース（リース会社がメーカー・商社から設備を購入した後、 

需要者に対してリースを行う手法）が一般的ですが、中国では事務手続面が簡便なリ

ースバックファイナンスが主流となっています。 

調 査 レ ポ ー ト 

【図表】中国における主な資金調達方法

概　　要 通　　貨
外債枠

（投注差）
資金使途

親子ローン 親会社からの借入
人民元
外貨

費消 制限あり

増資 親会社等による増資
人民元
外貨

増加 制限なし

国内調達
一般銀行融資（スタンドバ
イクレジット付を含む）

中国国内銀行からの借入
人民元
外貨

影響なし 制限あり

国外調達 クロスボーダーローン 中国国外銀行からの借入
人民元
外貨

費消 制限あり

国内調達 リースバックファイナンス
中国国内のリース会社を利用
し、保有資産をリースバックする
ことで資金調達

人民元 影響なし 制限なし

資金調達方法

内
部
調
達

国外調達

外
部
調
達
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設備購入 

設備の売却（売買取引） 

増値税不課税

リースバック契約 
リース料の金利部分に課税（増値税 6％）

 （ｱ）取引の流れ（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

   ・中国現法はメーカー・商社から購入した設備（中古も含む）をリース会社に簿価

で売却、代金を受領 

   ・リースバック契約に基づき、中国現法はリース料として分割払 

 （ｲ）契約内容 

・取引形態：人民元建リースバック取引 

   ・対象物件：新規導入もしくは既存の固定資産（土地・建物を除く動産のみ） 

   ・期  間：原則 1～3 年 

 （ｳ）メリット 

   ・外債枠規制の対象外であることに加え、資金使途制限なし 

・既存設備を活用した効率的な資金調達が可能 

   ・外債登記不要の親子ローンと比べて事務手続が簡便 

 （ｴ）デメリット 

   ・一般銀行融資などと比べ、調達コストが高い（リース料の金利部分だけでも高コ

ストになるうえ、金利部分に増値税も課税） 

 （ｵ）税務・会計上の取扱 

   ・貸借対照表にファイナンスリース資産として資産計上のうえ、減価償却を実施。

リース料総額（未払分）を長期未払金として負債計上 

   ・減価償却費およびリース料の金利部分は損金処理できる 

 

３．まとめ 

リース取引を活用する最大のメリットは、外債枠規制の対象外かつ資金使途が自由

であることです。また、中国進出後間もないなど信用力の補完が必要とされる場合に

は、当行がリース会社に信用状（スタンドバイクレジット）を発行することで、取引

の実行が可能になるケースもあります（当行所定の審査あり）。 

当事務所では、お客様の資金ニーズに沿った各種提案を検討致しますので、お気軽

にご相談ください。 

 

（常陽銀行上海駐在員事務所 主任駐在員 青柳暢幸） 

メーカー 

商 社 
リース会社 中国現法 
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－即時決済システム「転数快」の導入について－ 

 

香港では、「転数快」と呼ばれる小口取引向けの即時決済システムの運用が、2018 年 9

月より開始されています。今月はこの転数快について解説いたします。 

 

１．概要  

スマートフォンアプリを利用した簡易送金システムで、香港政府と香港銀行協会が共

同で開発・運営を行っているサービスです。異なるプラットフォーム間で取引できるこ

とが大きな特徴であり、香港内の銀行および電子決済サービス（Octopus、AlipayHK、

WeChatHK 等）間で送金することができます。銀行または電子決済サービスアプリか

らユーザー登録し、送金相手先の電話番号、メールアドレス、または転数快の ID を入

力することで、365 日 24 時間いつでも個人間の送金が可能です。また、QR コード決済

にも対応しているため、小売店や飲食店でも支払可能です。取引通貨は、香港ドルと人

民元の両通貨に対応しています。 

 

２．導入の背景 

香港政府は、金融サービスの利便性向上と多元化を目指し、フィンテック等の革新的

な金融サービスの創出を推進しています。その一環として、香港政府の主導により、こ

の転数快の導入を進めています。2019 年政府予算案においても、転数快を利用した納税

や公共料金支払システムを構築する方針が示されており、普及を後押ししています。 

香港では、上記の電子決済サービスがあるものの、中国と比較するとスマホ決済サー

ビスの普及率が低いのが現状です。理由としては Octopus と呼ばれる交通系の IC カー

ドが、1997 年のサービス開始以来広く普及しており、交通機関や小売店舗の支払いにお

いて利便性が高いこと、またクレジットカードが普及していること、などが考えられま

す。 

 

３．まとめ 

実際に、銀行のスマートフォンアプリを通して利用してみたところ、登録・送金は簡

単に行うことができました。特に、電話番号のみで送金相手を特定できる上に、送金後

数秒で着金する点は、利便性が高いと感じました。 

2018 年 12 月末時点の登録ユーザー数は 203 万件を超えており、今後の利用者と普及

率の増加が期待されています。 

香港駐在員事務所では、引続き当地の新たなサービス等について注視していきます。 

 

（足利銀行香港トレーニー 田中茉結） 

ト ピ ッ ク ス 
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－台湾における個人所得税－ 

 

１．概要 

台湾では給与やその他所得（配当など）を合算した「総所得額」から、各種所得控

除が差し引かれた「課税所得額」を基に所得税額が算出されます。税率は累進課税（5

～40％の 5 段階）制度が採用され、課税年度は 1 月 1 日～12 月 31 日、毎年 5 月 31

日が申告期限として定められています。給与に対する所得税は源泉徴収されますが、

日本のような「年末調整」制度はなく、駐在員などの外国人でも自ら所得税額の確定

申告を行い、源泉徴収税額と要納税額との差額を精算しなければなりません。 

 

２．駐在員に対する課税 

台湾の所得税は「属地主義」が採られており、「居住者」は原則課税対象者です。居

住者の定義は、①台湾国内に住所を有し、常に台湾内に居住する者1、②台湾国内に住

所はないが、課税年度内における台湾の滞在日数が 183 日以上の者、のいずれかとさ

れています。駐在員は②の居住者に該当するため、台湾での勤務に対する給与は申告

対象になります。一方、日本国内で得た家賃収入や預金利息などは、台湾で申告する

必要はありません。なお「非居住者」であっても、現地法人から給与を受取る場合2や

滞在日数が年間 91 日以上3になる場合は、課税対象者となる点に注意が必要です。所得

税額は下表に基づいて計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．おわりに 

申告期限超過、過少申告、無申告それぞれに罰則が定められており、指摘を受けた

場合は罰金や追徴課税を求められます。期日を守り正確な申告を行うことが必要です。 

当行では日本人公認会計士が常駐する会計事務所の紹介も可能ですのでお気軽にご

相談ください。 

（常陽銀行台湾トレーニー 藤井貴之） 

                                                  
1 台湾に永住権を持つ者を指し、外国人駐在員は該当しない 
2 所得税（18％）は源泉徴収され、課税関係は終了する（申告書の提出義務なし） 
3 原則、出国までに申告が必要。ただし各種所得控除は適用できず、所得税率は 18％で固定 

台 湾 ト レ ー ニ ー 情 報 台 湾 ト レ ー ニ ー 情 報 

＜2018年度　個人所得税　税率表＞　（単位：台湾ドル、出所：台湾財政部）

日本円換算
（１台湾ドル3.6円で計算）

0 ～ 540,000 以下 （約194万円以下） 5% 0

540,000 超 ～ 1,210,000 以下 （約435万円以下） 12% 37,800

1,210,000 超 ～ 2,420,000 以下 （約872万円以下） 20% 134,600

2,420,000 超 ～ 4,530,000 以下 （約1,630万円以下） 30% 376,000

4,530,000 超 ～ （約1,630万円超） 40% 829,600

税率 控除額課税所得額
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○経済 

・ 2 月の香港消費者物価、前年同月比 2.1%上昇＝統計局（3/22） 

・ 2 月の香港輸出、6.9%減＝1～2 月は 3.1%減－統計局（3/27） 

・ 2 月の台湾工業生産指数、1.80%低下＝3 カ月連続マイナス（3/27） 

・ 香港と豪政府、FTA（自由貿易協定）を締結（3/28） 

・ 景気減速、大型減税で対処＝成長目標達成に自信－中国首相（3/29） 

・ 2 月の香港小売売上高、10.1%減＝1～2 月は 1.6%減－統計局（4/2） 

・ 増値税減税で値下げ相次ぐ＝ガソリン、車、アップル製品も（4/3） 

・ 米中貿易、7 割減も＝協議決裂すれば世界に波及－IMF（4/4） 

・ 香港 3 月の PMI 48.0、12 カ月連続の 50 割れ（4/4） 

・ 中国、3 月対米黒字急増＝貿易協議に影響も（4/15） 

・ 米中、5 月下旬にも首脳会談＝貿易協議で目標－WSJ 紙報道（4/18） 

・ 1～3 月の対中直接投資は 6.5%増＝米国からは急増（4/19） 

○金融 

・ 中国銀、香港で本土銀行口座開設が可能に＝スマホ決済アプリとの結び付きも（3/22） 

・ 台湾中央銀行、政策金利を 1.375%で据え置き＝11 会合連続（3/22） 

・ 仮想銀、3 社に免許交付＝半年後にも開業－香港当局（3/29） 

・ 香港、2 月末の人民元預金残高前月比 1.5％増加（4/1） 

・ 日銀、中国リスク注視＝国内景気では強気崩さず（4/2） 

・ 香港、世界の株式市場時価総額ランキング 3 位に（4/12） 

○労務 

・ 18 年 12 月～19 年 2 月の香港失業率、横ばいの 2.8%＝統計局（3/20） 

・ 4 月から最低賃金引き上げ＝上海市（3/28） 

・ 今春求人の平均月給、8050 元＝5.5%上昇－主要 37 都市（4/19） 

○社会 

・ シェア車両の保証金を原則禁止（3/21） 

・ メーデー4 連休に＝異例の方針転換、消費てこ入れか（3/25） 

・ 香港空港ではしか流行＝キャセイ機長感染も（3/26） 

・ 中国、新エネルギー車の補助金減額＝新支給基準を公表（3/28） 

・ 昆山工場でまた爆発、12 人が死傷＝台湾系金属加工業者－江蘇省（4/1） 

・ 深セン市、6 月より地下鉄運賃 3.3％引上げ（4/1） 

・ 馬鞍山の化学工場で火災＝安徽省（4/3） 

・ パスポート申請、全国受付スタート（4/3） 

・ 江蘇省でまた化学工場爆発＝人的被害なし（4/8） 

・ 人口 300 万人以下の大都市も戸籍制限撤廃＝都市化促進（4/10） 

・ 社会保険料引き下げ、3,000 億元の負担軽減に（4/10） 

ニ ュ ー ス サ マ リ ー 
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・ 香港、タクシー運転手、半数が 60 歳超（4/18） 

・ 1～3 月訪日客消費、2.6%増＝中国人買い物減で伸び鈍化（4/18） 

○商業 

・ 深センの日系進出企業、400 社超＝世界 500 社入りは 32 社（3/26） 

・ 18 年の中国玩具市場、700 億元超＝子供１人当たり消費 300 元に（4/2） 

・ 飲料水のワハハ、ロボット事業に参入＝中核事業の低迷で－浙江省（4/4） 

・ テンセント、社債で 6,690 億円を調達＝アジア最大、償還に充当（4/9） 

・ 中国のペット市場 1708 億元＝「80 後」「90 後」の若者が主力（4/10） 

・ 日本産牛肉輸出再開へ前進＝検疫協定で実質合意－日中経済対話（4/15） 

・ 3 月の携帯出荷 6%減＝1～3 月は 11.9%減（4/15） 

・ 上海モーターショー、新型 EV が続々登場＝市場争奪戦が本格化（4/17） 

・ 米アマゾン、中国ネット通販から撤退＝アリババ攻略できず（4/19） 

・ 自動車の購入制限緩和か＝BYD など自動車株急伸（4/19） 

○製造 

・ 18 年の中国自動車産業輸出額、11.5%増の 700 億ドル（3/20） 

・ 台湾の製造業海外受注、2 月は 10.9%減＝スマホ不振で（3/21） 

・ 上海ファナック、第 3 工場着工へ＝中国で初めてロボ本体も生産（3/25） 

・ 1～2 月の中国工業企業利益、14%減（3/29） 

・ 3 月の「財新」中国製造業 PMI、50.8＝4 カ月ぶりに節目上回る（4/2） 

・ 三一重工、18 年は大幅増益＝ショベルの販売増で－北京市（4/3） 

・ 3 月の製造業 PMI、0.5 ポイント上昇＝台湾（4/3） 

・ 日産の 3 月中国販売、8.2%増＝7 カ月ぶりプラス（4/4） 

・ 大型減税、自動車市場を下支え＝中国商務省（4/8） 

・ 3 月の中国乗用車販売、前年比 12%減＝年明け以降も低迷、9 カ月連続マイナス（4/9） 

・ 東風汽車とファーウェイ、上海モーターショーでスマートカー発表へ（4/11） 

○運輸  

・ 香港・広東間のマイカー越境申請基準を緩和（4/3） 

・ 香港ピークトラム、整備工事で運行停止＝4 月 23 日から 2～3 カ月（4/4） 

・ 珠海－香港の越境車、通関手続免除＝今月末から 2 年間（4/10） 

・ 春秋航空、成田－寧波線就航＝25 日から週 4 往復（4/11） 

・ 1～3 月期の航空各社定時運航率、83%に＝搭乗客１割増－中国民航局（4/18） 

○不動産 

・ 18 年の不動産取引額、4 年ぶりの高水準＝台湾（3/26） 

・ 香港、2 月の民間住宅価格指数前月比 1.3％上昇、上昇は 2 ヵ月連続（4/1） 

・ 立法会、「空室税」審議開始＝1 年以上売却されない物件に課税－香港（4/3） 

・ 香港の民間住宅価格、5 年連続で世界トップ＝深センは 5 位（4/16） 

  

  ＜出所：時事速報・NNA＞ 
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－香港競馬場－ 

 

香港は世界でも競馬が盛んな地域のひとつであり、150 年以上の歴史があります。2 つの

競馬場（香港島ハッピーバレー競馬場、九龍半島シャティン競馬場）のほかに、100 カ所以

上の場外馬券発売所があり、市民の娯楽として根付いています。 

 

１．香港競馬の特徴 

香港競馬の歴史は古く、1840 年代のイギリス植民地時代に現在競馬場のあるハッピ

ーバレーで開催されたものが始まりです。1873 年には、現在まで継承されている香港

ダービーの第一回が行われるなど、これまで数多くのカップ戦が催されており、市民の

一獲千金の夢のひとつとして、競馬が定着するようになりました。現在では、毎年 12

月の香港カップ（国際 G1 レース）などの主要なレースは、シャティン競馬場にて開催

されています。 

２．競馬場の概要 

香港は、亜熱帯性気候に属するため、レースは雨季の 7 月中旬から 9 月上旬を避けて

開催されています。場内は一般席と会員席に分かれていますが、海外からの旅行客はパ

スポートを提示し料金を支払えば、レースコースが見下ろせる会員席に入ることができ

ます。馬券は窓口のほか、街中にある「香港賽馬会」と書かれた場外馬券売場で購入す

ることができ、レース開催日には多くの人で賑わっています。 

 
３．まとめ 

ナイトレースでは仕事帰りにお酒を飲みながら観戦する欧米人も多く、香港特有の熱

気とエンターテイメント性のある競馬を楽しむことができます。 

（足利銀行香港駐在員事務所 温秋芳） 

一般 旅行客向け特別席
HKD10 HKD760

(約145円) (約11,020円)
HKD10 HKD725

(約145円) (約10,513円)
　　　　※1HKD=14.5円で計算　出所：香港賽馬会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載情報より香港駐在員事務所にて作成

土日祝日(昼)シャティン競馬場（沙田）

入場料
競馬場 開催日

ハッピーバレー競馬場（跑馬地） 水曜日(夜)

コ ラ ム コ ラ ム 

【レースの様子】 【観客席からの眺め】 
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１．為替市場 

  月初 高値 安値 月末 

円/米㌦ 111.04 112.02 111.04 111.74

人民元/米㌦ 6.7115 6.7357 6.6897 6.7317

香港ドル/米㌦ 7.8493 7.8498 7.8390 7.8437

 
 

 
出典：中国外貨管理局（人民元）および時事通信参考値（人民元以外） 

 

２．証券市場 

  月初 高値 安値 月末 

上海総合指数 3,170.36 3,270.80 3,062.50 3,078.34 

香港ﾊﾝｾﾝ指数 29,562.02 30,157.49 29,549.80 29,699.11

台湾加権指数 10,642.63 11,039.86 10,642.63 10,967.73

出典：各証券取引所 
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上証総合指数 ハンセン指数 台湾加権

  月初 高値 安値 月末 

人民元/100 円 6.0440 6.0460 5.9720 6.0240

香港㌦/100 円 7.0690 7.0690 7.0020 7.0190

台湾㌦/円 0.2773 0.2776 0.2751 0.2764

マ ー ケ ッ ト 情 報 

【為替市場レビュー】 

・17 日に発表された 2019 年第 1四半期の各種

経済指標は、中国経済に安定化の兆しが見

られた。「最終局面に近付きつつある」とさ

れる米中通商協議の動向を睨み、今月の対

ドル・対円相場は各通貨とも比較的狭いレ

ンジの商いに収束した。 

 

【為替市場の見通し】 

・足元では米中高官から通商協議合意に向け

る前向きな発言も聞かれた。更なる進展が

見られれば人民元高の圧力が高まる展開も

予想される。 

【証券市場レビュー】 

・上海総合指数は、景気安定への期待感などか

ら上昇したものの、19 日に開催された中国

共産党中央政治局会議後の金融政策（追加緩

和観測の後退）に対する不安や、景気回復の

先行き懸念が再浮上したことで、月末にかけ

下落傾向を辿った。香港ハンセン指数、台湾

加権指数とも安定的に推移した。 

 

【証券市場の見通し】 

・米中通商協議の進展に伴う中国経済の先行き

が世界のマーケットを大きく動かす要因で

あることに変わりはない。5 月上旬に予定さ

れている米中通商協議の行方が注目される。
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 お客様の海外進出をサポートするため、様々な機関や外国銀行と業務提携を結び、支援体

制の強化を進めています。 

◎業務提携先一覧 

提携先 常陽 足利 主な業務内容 

中国銀行（中国） ● ● 
中国国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

交通銀行（中国） ●  

中国信託商業銀行（台湾） ●  台湾情報の提供および各種金融サービスの提供 

カシコン銀行（タイ） ● ● 
タイ国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

バンコック銀行（タイ） ●  

バンクネガラインドネシア 

（インドネシア） 
●  

インドネシア国内情報の提供および各種金融サービスの提供 
CIMB ニアガ銀行 

（インドネシア） 
 ● 

ヴィエティンバンク 

（ベトナム） 
● 

 

ベトナム国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

ベトコム銀行（ベトナム） ● ● 

ベトナム外国投資庁 

（ベトナム） 
● 

 ベトナム関連セミナーの開催協力 

ベトナム進出に関する各種支援、投資関連情報の提供 

BDO ユニバンク（フィリピン） ●  

フィリピン国内情報の提供および各種金融サービスの提供 メトロポリタン銀行 

（フィリピン） 
 ● 

インドステイト銀行 

（インド） 
● ● インド国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

バナメックス（メキシコ） ● ● メキシコ国内情報の提供および各種金融サービスの提供 

アグアスカリエンテス州政

府ほか（メキシコ） 
● ● 

メキシコに関する現地市場調査 

投資情報の提供 

日本貿易振興機構（JETRO） ● ● 海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供 

国際協力機構（JICA） ● ● 途上国での海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供 

国際協力銀行（JBIC） ●  海外展開支援融資の提供 

日本貿易保険（NEXI） ● ● 輸出取引を行う際の海外取引リスクに備える各種貿易保険の提供 

中小企業基盤整備機構  ● 海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供 

東京海上日動火災保険 ● ● 海外リスク情報等の提供 

リスクマネジメントコンサルティングサービスの提供 

各種損害保険の提供 

損保ジャパン日本興亜 ● ● 

三井住友海上火災保険 ● ● 

セコム ●  海外での安全システム・防犯危機商品の提供 

海外セキュリティーサービスの提供 綜合警備保障 ●  

めぶき FG アジアネットワーク 
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◎めぶきＦＧ海外駐在員事務所 

常陽銀行シンガポール駐在員事務所

63 Market Street, #11-03 Bank of Singapore Centre 

Singapore 048942  

TEL:+65-6225-6543 

常陽銀行ハノイ駐在員事務所 

5th Floor, Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh 

Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 

TEL:+84-24-3218-1668 

常陽銀行上海駐在員事務所 
上海市延安西路 2201 号 上海国際貿易中心 1901 室

TEL:+86-21-6209-0258 

常陽銀行ニューヨーク駐在員事務所
712 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, NY 10019

TEL:+1-347-686-8420 

足利銀行香港駐在員事務所 

Suite 1601, 16th Floor, Tower 2, The Gateway, 

Harbour City, Kowloon, Hong Kong 

TEL:+852-2251-9475 

足利銀行バンコク駐在員事務所 

689, Bhiraj Tower at Emquartier, 27th Floor, Room 

No.2714, Sukhumvit Road, Klongton-nue, Wattana, 

Bangkok, Thailand 10110  

TEL:+66-2-261-2852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アジア全域】 
○日本貿易保険、損害保険ジャパン日本興亜、

東京海上日動火災保険、三井住友海上火災

保険によるリスクマネジメント 
○日本通運による物流サポート 
○セコム、綜合警備保障によるセキュリティ

コンサルティング 
○沼尻産業、ユーユーワールドによる輸出支

援サービス 
○アリババによる海外販路開拓サービス 
○国際協力銀行による中堅・中小企業海外事

業安定化支援 
○ハラル・ジャパン協会によるハラルに関す

るコンサルティング 

【台湾】 
○中国信託商業銀行による金融サービス提供 

【中国】 
○上海駐在員事務所によるサポート 
○香港駐在員事務所によるサポート 
○中国銀行、交通銀行による金融サービス提供

【ベトナム】 
○ハノイ駐在員事務所によるサポート 
○ヴィエティンバンク、ベトコム銀行による 

金融サービス提供 
○ベトナム外国投資庁による各種情報提供 

【インド】 
○インドステイト銀行による金融サービス提供 

【フィリピン】 
○BDO ユニバンク、メトロポリタン銀行による

金融サービス提供 

【タイ】 
○バンコク駐在員事務所によるサポート 
○カシコン銀行、バンコック銀行による金融 
 サービス提供 
○ジェイ・ウィル・グループによる進出支援 

【インドネシア】 
○バンクネガラインドネシア、CIMB ニアガ銀行

による金融サービス提供 

【シンガポール】 
○シンガポール駐在員事務所による同国および

 周辺諸国へのサポート 
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【FBC 江蘇 2019 ものづくり商談会 in 相城】 

日 程 2019 年 5 月 22 日（水）～23 日（木） 

開催国 中国（江蘇省蘇州市） 

会 場 蘇州在水一方大酒店 

概 要 本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を対

象とする商談会で、約 200 社の出展企業が 2 日間にわたり自社製品等を PR し、

約 1 千名のバイヤー来場を予定しています。 

出展申込期間は終了しましたが、当日来場をご希望される方は、以下の照会先ま

でご連絡ください。 

費 用 3,000 人民元／1 コマ（FBC 上海 2019 ものづくり商談会ご出展企業様は無料） 

URL www.ecfna.com/Uploads/pdf/data/fbcxc2019_jp.pdf 

照会先 常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258 
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730 
または、海外進出相談フリーダイヤルまで  TEL 0120-5931-28 

 

【第 11 回 香港･華南地区 日系企業ビジネス交流会】 

日 程 2019 年 6 月 14 日（金） 

開催国 香港 

会 場 ニューワールドミレニアム香港ホテル（旧ホテル日航香港） 

2F / Grand Ballroom 

概 要 香港に拠点を持つ日本の地方銀行（16 行）が協力し、11 回目となる「香港・華

南地区 日系企業ビジネス交流会」を香港で開催致します。お取引先様からの「変

化の激しい中国のビジネス環境について役立つ情報が欲しい」、「同じ環境下で頑

張っている日系企業同士のネットワークを広げたい」との共通のニーズにお応え

するもので、今回より香港・華南地区に進出されていないお取引先様も参加いた

だけます。参加申込の締切は 4 月 25 日（木）となります。 

費 用 お一人様 300 香港ドル 

照会先 足利銀行 香港駐在員事務所 TEL+852-2251-9475 

 

【Mfair バンコク 2019 ものづくり商談会】 

日 程 2019 年 6 月 19 日（水）～21 日（金） 

開催国 タイ（バンコク） 

会 場 BITEC Hall 105 

概 要 

 

製造業（タイでの部品調達、販路拡大を目的とする製造業企業）やソリューショ

ン企業（製造業企業にサービス、製品を提供する非製造業企業）を対象に商談会

めぶき FG イベント情報 
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概 要 を開催いたします。大手製造業企業と直接商談できるバイヤーズエリアやタイ企

業とのマッチングサポートがあり、新たなビジネスを創出するきっかけの場とし

てご利用いただけます。 

URL http://www.mfairshow.com/ 

照会先 足利銀行 バンコク駐在員事務所 TEL +66-2-261-2852 

 

【FBC 広東 2019 ものづくり商談会 in 南海】 

日 程 2019 年 7 月 24 日（水）～25 日（木） 

開催国 中国（広東省仏山市） 

会 場 インターコンチネンタルホテル仏山 

概 要 本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を対

象とする商談会で、約 200 社の出展企業が 2 日間にわたり自社製品等を PR し、

約 2 千名のバイヤー来場を予定しています。 

ご出展を希望される方は以下の照会先までご連絡ください。 

出展申込期間は 4 月 30 日（金）までとなります。 

費 用 3,000 人民元／1 コマ（FBC 上海 2019 ものづくり商談会ご出展企業様は無料） 

URL www.ecfna.com/Uploads/pdf/data/fbcnh2019_jp.pdf 

照会先 常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258 
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730 
または、海外進出相談フリーダイヤルまで  TEL 0120-5931-28 

 

【FBC ホーチミン 2019 ものづくり商談会】 

日 程 2019 年 10 月 10 日（木）～11 日（金） 

開催国 ベトナム：ホーチミン 

会 場 Phu Tho Indoor Sports Stadium 

概 要 ベトナムでの部材調達や販路拡大を目的とする製造企業、製造企業にサービスや

製品を提供するソリューション企業を対象に、商談会を開催いたします。 

Web 上で商談の事前申込と顧客マッチングを行うことで、計画的かつ効率的な商

談を行うことが可能となります。また、大手製造企業と直接商談できるバイヤー

ズエリアや、在ベトナム日系企業・ベトナムローカル企業に対し自社事業、製品

を PR することが出来ることから、新たなビジネスを創出するきっかけの場とし

てご利用いただけます。 

出展申込期間は 2019 年 7 月 19 日（金）までとなります。 

URL http://fbchcm.factorynetasia.com 

照会先 常陽銀行ハノイ駐在員事務所 TEL +84-24-3218-1668 

常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730 

または、海外進出相談フリーダイヤルまで  TEL 0120-5931-28 
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【FBC 上海 2019 ものづくり商談会】 

日 程 2019 年 10 月 23 日（水）～25 日（金） 

開催国 中国 

会 場 上海新国際博覧中心（上海市） 

概 要 本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を対

象とする中国最大級の商談会で、約 400 社の出展企業が 3 日間にわたり自社製品

等を PR し、約 3 千名のバイヤー来場を予定しています。 

出展対象は、自動化・ロボット、自動車関連、電子電機、環境・省エネ、機械設

備など製造業全般となっています。 

ご出展を希望される方は以下の照会先までご連絡ください。 

出展申込期間は 7 月 31 日（水）までとなります。 

費 用 当行経由で申込の場合 8,500 人民元／標準コマ（約 9 ㎡） 

URL www.ecfna.com.fbcsh 

照会先 常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258 
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730 
または、海外進出相談フリーダイヤルまで  TEL 0120-5931-28 

 

【Food Japan 2019】 

日 程 2019 年 10 月 31 日（木）～11 月 2 日（土） 

開催国 シンガポール 

会 場 Suntec Singapore Convention ＆ Exhibition Centre   

概 要 Food Japan は、ASEAN 市場最大級の日本の食に特化した見本市です。 

出展対象は、農林水産品、加工食品・飲料、食器・ 伝統工芸品、調理器具、食

品機械、店舗設備、食品素材、アグリイノベーション、ほかサービスです。ASEAN

市場の商品開発者(食品メーカー)、食品・飲料仕入れ責任者(レストランオーナー、

ホテル、スーパー・小売、商社・卸)との商談の場、最終日は一般消費者へのダイ

レクトなマーケティングの場、販売の場として機能します。 

出展申込期間は 2019 年 7 月 31 日（水）までとなります。 

URL http://www.oishii-world.com 

照会先 常陽銀行 シンガポール駐在員事務所 TEL +65-6225-6543 
常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730 
または、海外進出相談フリーダイヤルまで  TEL 0120-5931-28 

 


